
セキュリティ対策
中 小 企 業 の

－－

自
然
災
害
と
同
等
の
備
え
を

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
　
　

イ
ン
シ
デ
ン
ト
が
多
発

被
害
の
最
小
化
へ
　

３
段
階
の
対
応
説
明

「
中
小
企
業
の
た
め
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
イ
ン
シ
デ
ン
ト
対
応
の
手
引

き
」
は
こ
ち
ら

　
近
年
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃

に
よ
る
工
場
停
止
や
医
療

機
関
の
診
療
受
け
付
け
停

止
な
ど
の
報
道
が
相
次
い

で
い
る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
情
報
漏

え
い
や
情
報
シ
ス
テ
ム
の

機
能
停
止
、
ま
た
は
こ
れ

ら
に
つ
な
が
る
可
能
性
の

あ
る
事
象
な
ど
）
の
発
生

は
自
社
の
み
な
ら
ず
、
顧

客
や
取
引
先
へ
影
響
を
及

ぼ
す
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な

い
。
そ
の
た
め
、
地
震
や

水
害
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ

の
対
応
と
同
様
、
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
お
い
て

も
、
事
業
継
続
の
観
点
か

ら
被
害
を
最
小
化
し
、
早

期
に
復
旧
す
る
た
め
に
、

イ
ン
シ
デ

ン
ト
を
想

定
し
た
備

え
を
行
う

必
要
性
が

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
独
立
行
政
法

人
情
報
処
理
推
進
機
構

（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
で
は
、
中
小

企
業
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

改
訂
に
合
わ
せ
て
、
新
た

に
「
中
小
企
業
の
た
め
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
ン
シ
デ

ン
ト
対
応
の
手
引
き
」
を

公
表
し
た
。手
引
き
で
は
、

イ
ン
シ
デ
ン
ト
発
生
時
の

対
応
に
つ
い
て
、
三
つ
の

段
階
に
分
け
て
検
討
事
項

を
説
明
し
て
い
る
。

①
検
知
・
初
動
対
応

　
イ
ン
シ
デ
ン
ト
が
疑
わ

れ
る
兆
候
や
実
際
の
発
生

を
検
知
し
た
り
、
外
部
か

ら
の
通
報
を
受
け
た
り
し

た
場
合
は
、
速
や
か
に
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者

に
報
告
す
る
。
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
は
、
対

応
す
べ
き
イ
ン
シ
デ
ン
ト

で
あ
る
か
判
断
を
行
い
、

速
や
か
に
経
営
者
に
報
告

す
る
。
経
営
者
は
、
イ
ン

シ
デ
ン
ト
が
事
業
や
顧
客

に
与
え
る
影
響
を
踏
ま

え
、
速
や
か
に
イ
ン
シ
デ

ン
ト
対
応
の
た
め
の
体
制

を
立
ち
上
げ
、
対
応
方
針

を
指
示
す
る
。

　
初
動
対
応
に
お
い
て

は
、
被
害
の
拡
大
防
止
を

意
識
す
る
。
対
象
と
な
る

情
報
が
外
部
か
ら
ア
ク
セ

ス
で
き
る
状
態
に
あ
る
場

合
や
、
被
害
が
広
が
る
可

能
性
が
あ
る
場
合
は
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
遮
断
、
情

報
や
対
象
機
器
の
隔
離
、

シ
ス
テ
ム
や
サ
ー
ビ
ス
の

停
止
を
行
う
。

②
報
告
・
公
表

　
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
被
害

拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
二

次
的
な
被
害
が
想
定
さ
れ

る
場
合
な
ど
は
、
本
人
に

そ
の
事
実
を
報
告
す
る
。

本
人
へ
の
報
告
が
困
難
な

場
合
や
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト

の
影
響
が
広
く
一
般
に
及

ぶ
場
合
は
、
状
況
を
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
や
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
公
表
す
る
。
公
表

に
よ
っ
て
被
害
の
拡
大
を

招
か
な
い
よ
う
、
時
期
、

内
容
、
対
象
な
ど
は
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
イ
ン
シ
デ
ン
ト
対
応
後

は
、
被
害
者
や
、
影
響
を

及
ぼ
し
た
取
引
先
、
顧
客

な
ど
関
係
者
に
対
し
て
、

イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
対
応
状

況
や
再
発
防
止
策
な
ど
に

つ
い
て
報
告
す
る
。ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
監
督
官
庁

な
ど
へ
報
告
を
行
う
。

③
復
旧
・
再
発
防
止

　
イ
ン
シ
デ
ン
ト
か
ら
の

復
旧
に
当
た
っ
て
、
原
因

を
調
査
し
、
対
応
を
検
討

す
る
際
は
、
発
覚
・
発
生

日
時
や
表
面
化
し
て
い
る

事
象
・
被
害
・
影
響
、
発

覚
か
ら
現
時
点
ま
で
の
時

系
列
で
の

対
応
経

過
、
現
時

点
で
想
定

さ
れ
る
原

因
な
ど
の

情
報
を
整
理
し
て
お
く
よ

う
に
す
る
。
原
因
に
応
じ

て
必
要
な
対
応
を
行
う

が
、
自
社
で
調
査
や
対
応

が
難
し
い
場
合
は
、
Ｉ
Ｔ

製
品
の
メ
ー
カ
ー
、
保
守

ベ
ン
ダ
ー
な
ど
の
外
部
専

門
組
織
や
公
的
機
関
の
相

談
窓
口
な
ど
に
支
援
や
助

言
を
依
頼
す
る
。

　
イ
ン
シ
デ
ン
ト
対
応
後

は
、
停
止
し
た
シ
ス
テ
ム

や
サ
ー
ビ
ス
を
復
旧
し
、

経
営
者
に
対
応
結
果
を
報

告
す
る
。
ま
た
、
イ
ン
シ

デ
ン
ト
を
再
発
さ
せ
な
い

た
め
に
根
本
原
因
を
分
析

し
、
抜
本
的
な
再
発
防
止

策
を
検
討
し
て
実
施
す

る
。

◇

◇
　
◇

　
手
引
き
で
は
、「
ウ
イ

ル
ス
感
染
・
ラ
ン
サ
ム
ウ

エ
ア
感
染
の
場
合
」「
情

報
漏
え
い
の
場
合
」「
シ

ス
テ
ム
停
止
の
場
合
」
と

い
っ
た
場
合
ご
と
の
解
説

や
、
相
談
窓
口
、
報
告
先

も
紹
介
し
て
い
る
。
イ
ン

シ
デ
ン
ト
発
生
時
だ
け
で

は
な
く
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト

発
生
に
備
え
る
た
め
に
手

引
き
を
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

（
独
立
行
政
法
人
情
報
処

理
推
進
機
構
・
江
島
将
和
）


